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試薬の有害性情報
1　はじめに
大学等の研究開発の現場では，実に多様な試薬が使用
されている．しかし，特定の化合物を大量に使用する企
業の生産現場とは異なり，少量多品種で 1回限りの使
用となることも多く，すべての試薬の危険性・有害性を
使用者が事前に把握しているとは限らない．本稿では試
薬（特に危険物，毒物，劇物）の有害性・危険性を確認
するにはどのようなことに気をつけるべきか，試薬に関
係する国内法や国際的な取り決めを中心に解説する．

2　国内法規に基づく試薬の有害性情報表示
2・1　消防法に基づく表示
消防法では火災を防ぐため，その原因となる物質と建
築物の防火対策・消火設備について規定を設けている．
火災の原因となる物質を「危険物」と定め，取り扱いに
ついて量的制限（指定数量という）を設けている．試薬
の中には危険物が多く存在する．試薬が危険物に該当す
る場合，そのラベルには必ずその旨の標記することが義
務づけられており，指定数量を超えるときは危険物倉庫
等定められた場所で保管・貯蔵する．危険物は消防法で
六つの類に分類されている（表 1）が，これは地震等で
試薬容器が破損し，混触反応により火災が発生すること
を防ぐためであり，一部の例外を除き類ごとに分けて保
管する．特に，危険物第 3類は火災時に消火活動の阻害
原因となるため，実験室には保管しないことが望ましい．
六つの類の中で，最も多く使用されている試薬は第 4

類の引火性液体であろう．一般的な有機溶媒は大抵ここ
に含まれる．第 4類の中でも引火点・発火点等により
細かく分類がなされ，各分類により指定数量が異なる
（表 2）．指定数量は量的制限の基準値であり，保有量を
指定数量で割った値（倍数）が 1以上になるとその取
り扱いには国家資格（危険物取扱者）を持つ者の立会い
が必要となる．したがって在庫管理を徹底して保有量を
できるだけ減らすことが重要となる．なお，一定数量以
上の危険物を扱う施設には危険物取扱者の中から選任さ
れた危険物保安監督者をおくことが義務づけられている．

2・2　毒劇法に基づく表示
毒物及び劇物取締法（以下「毒劇法」）は，人体への

急性毒性をもたらす化合物についてその管理・取扱いを
規制する法律である．なお，医薬品は医薬品医療機器等
法により規制されており，本稿では対象外とする．
対象化合物は LD50値（ラット体重 1 kgあたりの半数

致死量）等により，毒性の高いものから「特定毒物」
「毒物」「劇物」の 3種に分類される．特定毒物はモノ
フルオロ酢酸等約 10種，毒物は青酸カリ，亜ヒ酸，水
銀化合物など約 150種，劇物は塩酸，水酸化ナトリウ
ム，メタノール等約 300種が指定されている．
毒物は赤地に白抜きの囲み文字で「医薬用外毒物」，劇
物は白地に赤の囲み文字で「医薬用外劇物」と標記する
と定められている（図 1）．したがって試薬のラベルを
見れば毒物・劇物かそれ以外を判定するのは容易である．
一方，毒劇法の下で対象化合物を指定する政令である

「毒物及び劇物指定令」は改正されることがある．例え
ばアジ化ナトリウムは 1999年から1），水酸化テトラメ
チルアンモニウムは 2013年から，酸化コバルト（Ⅱ）
は 2020年2）から，それぞれ毒物に指定されている．生
物学の研究で用いられる 2─メルカプトエタノールは
2008年に濃度にかかわりなく毒物に指定されたが，そ
の後 2016年になって含有率 10 ％ 以下のものは劇物，
含有率 0.1 ％以下かつ容器容量 20 L以下のものは普通
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表 1　危険物の類別と代表的な化合物

類別 名称 化合物の例
第 1類 酸化性固体 金属硝酸塩，過塩素酸塩
第 2類 可燃性固体 硫黄，金属粉，マグネシウム

第 3類
自然発火性物質
禁水性物質

金属ナトリウム ,カリウム，アル
キルアルミニウム

第 4類 引火性液体 有機溶媒（表 2参照）
第 5類 自己反応性物質 ニトロ化合物，アゾ化合物
第 6類 酸化性液体 硝酸，過酸化水素，過塩素酸

表 2　危険物第 4類の指定数量

類別 指定数量 化合物の例
特殊引火物 50 L ジエチルエーテル
第一石油類
（非水溶性）

200 L n─ヘキサン，トルエン，酢酸エチル

第一石油類
（水溶性）

400 L アセトン，アセトニトリル

アルコール類 400 L メタノール，エタノール
第二石油類
（非水溶性）

1000 L 1─ブタノール

第二石油類
（水溶性）

2000 L N,N─ジメチルホルムアミド，酢酸

第三石油類
（非水溶性）

2000 L アニリン，ニトロベンゼン

第三石油類
（水溶性）

4000 L ジメチルスルホキシド

第四石油類 6000 L シリコーンオイル，流動パラフィン
動植物油類 10000 L 亜麻仁油，オリーブ油

図 1　毒物・劇物の表示ラベル
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物と緩和された3）．また劇物を中心に，規制が緩和され
て対象外となる化合物もある．古い試薬を用いるときに
は法改正による取扱法の変更がないかどうか，注意が必
要である．

2・3　労働安全衛生法に基づく表示
労働安全衛生法に基づく化合物の法規制化合物として

「有機溶剤」および「特定化学物質」が挙げられる．こ
れらは試薬の使用による慢性毒性から労働者を守るため
に定められた．有機溶剤は第 1種から第 3種までが，
特定化学物質は第 1類から第 3類が労働安全衛生法施
行令により定められている4）5）．これらの情報も試薬ラ
ベルおよび後述する SDS（安全データシート）に必ず
記載されている．
これらの化合物を定期的に扱う労働者は，健康診断

（業務開始前及び半年に 1度以上）と教育訓練を受けな
くてはならず，また当該作業場は排気設備・保護具の着
用などの対策をしたうえで作業環境測定を半年に 1度
以上実施する必要がある．

3　国際的な取り決めに基づく試薬の表示
3・1　GHSピクトグラム6）

GHSとは，「化学品の分類および表示に関する世界調
和システム（Globally Harmonized System of Classification 

and Labelling of Chemicals）」の略語である．化学品の
危険有害性（ハザード）ごと分類基準およびラベルや安
全データシートの内容を調和させ，世界的に統一した
ルールとして提供するというものである．
ハザードの分類は前項の国内法とやや異なる形で世界
的に統一されており，その危険性が言語を問わず一目で
わかるように統一したピクトグラム（図 2）で試薬（化
合物）のラベルに記載することが定められている．

3・2　SDS

SDSとは Safety Data Sheet（安全データシート）の略
であり，化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡・
提供する際に，その化学物質の物理化学的性質や危険
性・有害性及び取扱いに関する情報を，相手方に提供す
るための文書である．SDSは，化学物質を製造，輸入
する事業者が自主的に作成・配布する場合もあるが，特
定の危険または有害な物質（化管法に基づく第 1種指
定化学物質約 515種および第 2種指定化学物質約 134

種）については，提供側が利用者に告知内容をまとめて
提供することが義務づけられている．また，ILO（国際
労働機関）条約における取り決めや ISO（国際標準化機
構）での標準化をはじめとする国際的な枠組みが整備さ
れており，多くの国で SDS提供が義務化されている．

SDSに記載する情報には，化学製品中に含まれる化
学物質の名称や物理化学的性質のほか，危険性，有害
性，ばく露した際の応急措置，取扱方法，保管方法・廃
棄方法などが記載される．SDSは試薬購入時に紙また
は PDFデータファイルで必ず入手でき，またブラウザ
を用いる試薬管理システム上でリンクされていることも
多い．

4　おわりに
本稿では試薬の有害性に係る情報の入手について，主
に法規制の観点から述べてきた．試薬ラベルには多くの
情報が記載されているので，使用・保管にあたり容器の
移し替え・小分けは可能な限り避けるべきである．別容
器を用いる場合，その容器にも元の容器のラベルの複製
を作成・貼付することが望ましい．また毒劇物の食品容
器への移し替えは，法律により禁止されていることにも
留意されたい．
大学において事故を防ぐためには，「教員側も知識が
不十分のまま学生に使用させてしまうことがあり得る」
という前提に基づき，使用者自身が自衛できるような教
育・システムを構築することが理想である．試薬の使用
前にその SDSを熟読してもらう習慣を推奨する．

文　　献

 1） 厚生労働省：医薬安全局長通知（医薬発第 1138号）“（平
成 10年 12月 24日政令第 405号による）毒物及び劇物指
定令等の一部改正について”，（1998）．

 2） 厚生労働省：医薬・生活衛生局長通知（薬生発 0624第 1
号）“（令和 2年政令第 203号による）毒物及び劇物指定
令の一部改正について”，（2020）．

 3） 厚生労働省：医薬・生活衛生局長通知（薬生発 0701第 1
号）“（平成 28年政令第 255号による）毒物及び劇物指定
令の一部改正について”，（2016）．

 4） 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和 5年
政令第 265号）（有機溶剤：別表第六の 2，特定化学物質；
別表第 3）．

 5） 有機溶剤中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十六
号）．

 6） 環境省：“GHS 化学品の分類及び表示に関する世界調和シ
ステムについて”パンフレット，（2013年 3月改訂）．

 〔上智大学理工学部　橋本 剛〕

図 2　代表的な GHSピクトグラム6）




